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第２章 基本目標別の政策と施策  
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政策(1) 子育て子育ちへの支援  

 

 

■１０年後にめざすべき将来像 

 

子どもがいじめや虐待等の人権侵害から擁護され、子どもの参加や意見表明が自由にでき、自主

性が尊重される社会となっています。 

 保健、医療、福祉、教育など様々な分野が連携し、総合的に子育て支援が行われ、安心して子育

てができる環境が整っています。 

 地域と連携した子育て支援が充実し、多世代交流の場が整備されています。 

保護者がそれぞれの生活環境に応じた子育てに関する悩みや不安等を相談できる場、孤立化を防

ぎ、保護者同士が交流できる場が整備されています。 

保護者が子どもの成長に合わせて適切な保育・教育環境を選ぶことができます。 

子どもが安全に安心して過ごせる居場所があり、気軽に相談できる窓口が身近なところに確保さ

れています。 

  青少年が地域や社会で、様々な体験ができる場や活動の機会が提供されています。 

 

 

■現状と課題  

 

目黒区の合計特殊出生率は１．０７（平成２９（２０１７）年）で、国や都の平均と比べ低くな

っていますが、区内の子どもの数は増加しており、令和６（２０２４）年には４万１千人を超える

ことが予測されています。子育て世代も増えることから、安心して子どもを産み育てることができ

る環境の整備は、ますます重要な課題となっています。 

 目黒区は「目黒区子ども条例」に基づき、すべての子どもが自らの意思で成長し、自主性や権利

が尊重される社会の実現をめざしています。虐待やいじめなど重大な権利侵害を防ぎ、救済するた

めの支援体制の構築が不可欠です。そのために、子ども自身や子育て家庭が、不安や悩みを気軽に

相談できる重層的な相談支援窓口や、孤立化を防ぐための交流の場の整備が必要です。また、貧困

などにより子どもの養育や生活などに問題を抱えている家庭には、社会的、経済的、精神的な自立

に向けた支援が求められています。 

 子育て子育ちへの支援では、生活状況や、国籍、障害の有無等に関わらず、すべての子どもが同

じ地域の中で自分らしく成長できる環境を整備し、関係機関が連携した切れ目のない支援に取り組

むことが重要です。子どもが健やかに成長するために、子どもの育ちを支える地域共生社会づくり

を推進し、安全で安心な居場所の整備や、社会への参加、多世代交流の機会を提供していく必要が

あります。 

 また、家庭や地域、学校などが連携して、青少年の健全な成長や自立を支える環境づくりを進め

ることも重要です。 

 ライフスタイルが多様化している現在、様々な子育て子育ちのニーズに応えるため、きめ細やか

な施策の推進が求められています。 
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■区政評価指標  

 

区政評価指標 
現状値 計画目標値 

令和３年度 令和 13 年度末 

子どもが生き生きと成長でき、子育てを支
える環境が整っていると思う区民の割合 

調査中 調査中 

 

■施策一覧 

施策① 子どもの権利が尊重される環境の整備  

【主な取組】 

・ 「子どもの権利擁護委員制度」の普及・啓発 

・ 子ども条例の普及・啓発 

・ 様々な活動への子どもの参加の推進 

施策② 妊娠期から青年期までの包括的な子育て家庭への支援  

【主な取組】 

・ 子育て世代包括支援センターの拡充 

・ 母子保健台帳の電子化 

・ 児童館や学童保育クラブ（単独施設）における乳幼児活動 

・ 子育てふれあいひろばの支援・充実 

・ ひとり親家庭への支援の拡充 

・ 貧困状況にある子どもへの支援の実施 

・ ヤングケアラー等新たな課題への対応 

施策③ 子どもの虐待を防止するための体制整備  

【主な取組】 

・ 子育て世代包括支援センター、子ども家庭支援センター及び児童相談所の連携強化 

・ 子ども家庭支援センター職員及び関係機関職員の対応力強化 

・ 虐待の未然防止を主眼においた相談支援の充実 

・ 社会的養育の推進、里親・養子縁組家庭への支援 

・ 児童虐待防止の普及啓発 

施策④ 多様な保育・教育の充実  

【主な取組】 

・ 一時保育事業の実施 

・ 病児・病後児保育事業の実施 

・ 子育て支援、子育てひろばの拡充 

・ 待機児童ゼロの維持 

・ 区立保育園の民営化及び老朽化対応 

・ 幼児教育の充実 

・ 私立幼稚園への情報提供や相談対応の充実 
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施策⑤ 子どもの安全な遊び場・放課後の居場所づくりの推進  

【主な取組】 

・ 放課後子ども総合プランの推進 

・ ランドセル来館の充実 

・ 児童館における中高生の居場所の拡大 

・ 放課後フリークラブ事業の推進 

・ 児童館でのボランティアの育成と活用 

・ 地域における子どもの多様な居場所づくりの推進 

施策⑥ 青少年の健全育成  

【主な取組】 

・ 青少年対象の講座の実施 

・ 青少年国内交流事業の実施 

・ 少年団体指導者育成の支援 
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施策①  子どもの権利が尊重される環境の整備  

■施策の概要  

 

 「目黒区子ども条例」の基本理念に基づき、子どもを権利行使の主体として

とらえ、子どもをいじめや児童虐待の人権侵害から擁護するとともに、様々な

活動への子どもの参加や意見表明等、子どもの自主性が尊重されるよう、取り

組んでいます。 

 関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、子どもの権利が尊重され、

権利侵害を予防・救済するために、「子どもの権利擁護委員制度」を設け、心

の問題、いじめ・虐待などの悩みに対する相談体制を整備し、支援ネットワー

クを推進しています。また、子どもにかかわる施策や事業を進めるに当たり、

子どもの参画の仕組みづくりを工夫し、様々な活動に参加できるよう取り組ん

でいきます。 

○関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 
現状値 計画目標値 

令和３年度 令和 13 年度末 

目黒区子ども条例の認知度（就学前児童保
護者） 

２９．５％ ６０％ 

目黒区子ども条例の認知度（小学５年生） ２１．８％ ５０％ 

 

■現状と課題  

 

○ 目黒区は、「児童の権利に関する条約」の趣旨を踏まえ、平成１７（２００５）年１２月

に「目黒区子ども条例」を制定しました。子どもが自らの意思で成長していく「子育ち」

を支えるまちの実現をめざし、虐待など子どもの権利侵害がなく、子どもの参加や意見、

自主性が尊重される地域づくりに努めています。 

○ 令和３（２０２１）年４月「東京都こども基本条例」が制定されるなど、東京都において

も、子どもが誰一人取り残されることなく、将来への希望をもって、伸び伸びと健やかに

育っていく環境の整備・取組が進められているところです。 

○ 子どもが社会の一員としての責任感や自己決定力、他人とのコミュニケーション力などを

育むことができるよう、行政の各分野において、子どもの参加する機会や場の提供が求め

られているほか、地域や家庭等でもその機会や提供が増えるよう取り組む必要がありま

す。 
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■主な取組  

◆「子どもの権利擁護委員制度」の普及・啓発  

子どもの権利侵害に対応するため、子どもが気軽に相談できるよう「子どもの権利擁護委員制度」

の普及・啓発と充実を図ります。また、子どもの思いにこたえ、解決に向かえるよう、各関係機関と

の協力・連携を強化します。 

◆子ども条例の普及・啓発  

「目黒区子ども条例」の普及・啓発のため、小学生低学年・高学年向けのパンフレットなどを作

成・配布し、子どもたちの理解がより深まるような取組を行います。また、保護者や子どもにかかわ

る周りの大人達に対しても、子どもの権利の大切さについて理解を広めていくことにより、家庭や地

域で子どもと誠実に向き合い、目黒区の未来を担う子どもたちが、生き生きと元気に過ごせるまちの

実現をめざします。 

◆様々な活動への子どもの参加の推進  

子どもに係る施策の推進や施設の整備において、子どもの視点を取り入れることができるよう、子

どもの参画の仕組みづくりを検討しその実現に取り組むとともに、参加の具体的方法を工夫し、より

実効性あるものに改善を図りながら進め、様々な活動への子どもの参加や意見表明の機会を確保して

いきます。また、家庭、学校、地域の中で、大人が子どもの参加や子どもの意見を聴くことについ

て、理解を深めるための啓発等を実施します。 

 

■関連計画  

・目黒区子ども総合計画 

・めぐろ学校教育プラン 

 

施策②  妊娠期から青年期までの包括的な子育て家庭への支援  

■施策の概要  

 

 妊娠期から子育て期にわたり、妊娠・出産、子育てに関する相談に応じ、医

療や福祉など関係機関が連携し、切れ目のない支援に取り組んでいきます。 

 関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、妊娠期のゆりかご・めぐろ

の妊婦面接や子育て期の各種健康診査にすべての対象者が参加できる仕組みを

築き、子育て世代包括支援センターを中心に様々な関係機関と連携し、包括的

な支援体制を整備していきます。また、社会的配慮が必要な家庭への支援につ

いて、関係機関との連携により、相談・支援体制を整備していきます。特に経

済的課題の多いひとり親世帯について、経済的自立に向けた支援を進めていき

ます。 

○関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 
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■成果指標  

 

成果指標名 
現状値 計画目標値 

令和３年度 令和 13 年度末 

子育てや教育をする上で、気軽に相談でき
る場所があると思う区民の割合 

９０．８％ ９５％ 

妊娠・出産後（１年以内）に目黒区の子育て
支援の取組に満足していて、引き続き目黒
区で子育てを続けたい人の割合 

－ ８０％ 

 

■現状と課題  

 

○ 核家族化の進行や地域のつながりの希薄化などにより、子育ての負担感や不安感、孤立感

を覚える家庭は少なくありません。地域で安心して出産、子育てを行うためには、妊娠期

から子育て家庭の状況を把握し、出産、子育て期をとおして保健サービスや子育て支援サ

ービスを分野横断的に組み合わせ、関係機関が連携しながら切れ目なく支援を行うことが

必要です。さらに、子どもの育ちを支える地域共生社会づくりの実現に向けて、地域や民

間機関との取組も必要です。 

○ また、子どもの養育、教育、健康、経済面などにおいて様々な課題を抱えて生活をしてい

る社会的配慮が必要な家庭が増えていることから、子どもの将来が生まれ育った環境によ

って左右されることのないよう、すべての子どもが健やかに育つ環境の整備が求められて

います。 

 

■主な取組  

◆ 子育て世代包括支援センターの拡充  

子育て世代包括支援センターの拠点整備を行います。産後ケア事業（通所型）及び多胎児支援やハ

イリスク妊婦支援にかかる事業を拡充するなど子育て世代包括支援センター事業を推進し、安心して

子育てができるよう子育て家庭を支援していきます。 

また、災害時に、「妊産婦・乳児救護所」として妊産婦・乳児のみを一時的に受け入れ、避難生活

の支援や保健相談を行います。 

◆ 母子保健台帳の電子化  

紙台帳による母子保健情報を電子化することにより、妊娠期から出産、子育て期の各ステージにお

ける母子の実情や乳幼児の発育・発達に関する情報の一元管理が可能となります。支援にかかわる各

専門職が情報を共有し、経過や実情を踏まえた適切な支援やサービスを迅速に提供します。また、将

来的には子ども家庭支援センターと情報共有化を図り、組織横断的に迅速な支援を推進します。 

◆ 児童館や学童保育クラブ（単独施設）における乳幼児活動  

乳幼児とその保護者を対象に、子どもや親同士が知り合い、仲間づくりをする場として事業を展開

します。また、母親の孤立化を防ぎ、子育てについての情報交換や不安の解消等に取り組みます。 
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◆ 子育てふれあいひろばの支援・充実  

子育て相談や地域の活動団体等の支援をし、地域に根ざした質の高い子育てふれあいひろばとして

いくため、事業運営や活動形態、周知方法を検討し、更なる利用者の拡大を図ります。 

◆ ひとり親家庭への支援の拡充  

離婚前後の親に対して行う情報提供、ひとり親家庭の経済的自立に向けた資格取得のための支援な

ど、ひとり親家庭となった前後から社会的自立に至るまで、継続的な支援を行っていきます。 

◆ 貧困状況にある子どもへの支援の実施  

貧困状況にある子どもが孤立し、将来への希望が持てない状況にならないよう、安心できる「居場

所づくり」「仲間づくり」「地域との交流」の視点で、子ども食堂などの取り組みを進めていきま

す。また、貧困により「教育の機会」が失われることのないよう、学習支援事業や教育資金の貸付な

どの事業を行っていきます。 

◆ ヤングケアラー等新たな課題への対応  

ヤングケアラー等、新たな課題に対して、保健、教育、福祉等各関連部署・関係機関と連携し、す

べての子どもが健やかに育つ環境の整備に向けて取り組んでいきます。 

■関連計画  

・目黒区保健医療福祉計画 

・目黒区子ども総合計画 

・健康めぐろ２１ 

 

 

施策③  子どもの虐待を防止するための体制整備  

■施策の概要  

 

 平成２８（２０１６）年の児童福祉法改正により、特別区に児童相談所を設

置することが可能となり、目黒区においても児童相談所の設置を見据え、身近

な地域で子育て支援から児童虐待対応まで切れ目のない子ども家庭相談行政を

実現することをめざしています。 

 関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、区立児童相談所の設置を見

据えて、子ども家庭支援センターの機能強化、子どもや子育てを支援する環境

の基盤づくりを着実に進めて、児童虐待の未然防止に取り組んでいきます。 

○関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 
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■成果指標  

 

成果指標名 
現状値 計画目標値 

令和３年度 令和 13 年度末 

家庭で自分が認められていると思う割合
（小学５年生） 

８５．６％ ９０％ 

保護者との関係について満足していると思
う割合（中学２年生、高校２年生） 

８６．８％ 

８４．７％ 
９０％ 

子育てについて、気軽に相談できる人がい
ないと思う割合（就学前児童保護者、小学生
保護者） 

 ７．２％ 

 ６．２％ 
３．５％ 

 

■現状と課題  

 

○ 児童虐待通告の件数は平成２（１９９０）年度以降、全国的に増加しています。平成３０

（２０１８）年３月には、区内在住の５歳児が保護者の虐待により亡くなるという痛まし

い事件が発生しました。平成３１（２０１９）年４月に東京都子供への虐待の防止等に関

する条例が施行され、令和元（２０１９）年６月には児童虐待防止法及び児童福祉法が改

正されました。いずれも保護者から子どもへの体罰の禁止が規定されました。 

○ 児童虐待の原因の一つとして、保護者の育児に対する不安や負担感、地域や社会からの孤

立感が指摘されています。子育て世代包括支援センター、子ども家庭支援センター及び児

童相談所のそれぞれの機能と相互の連携を強化して、迅速かつ効果的に必要な支援を行う

とともに、子どもを守る地域ネットワークのすそ野を広げ、見守りと気づきによる連携に

よって子どもと家庭を地域で支えることのできる仕組みづくりが求められています。 

 

■主な取組  

◆ 子育て世代包括支援センター、子ども家庭支援センター及び児童相談所の連携強化  

区立児童相談所設置に向けた基本的な考え方に則り、子育て世代包括支援センター、子ども家庭支

援センター及び児童相談所が、虐待リスクの程度に応じて効果的に連携し、子どもや保護者に必要な

支援を実施します。また、地域の関係機関等との連携を強化し、子どもを守る地域のネットワークを

拡充させます。さらに、児童相談所サテライトオフィスを設置し、東京都との連携強化を進めていき

ます。 

◆ 子ども家庭支援センター職員及び関係機関職員の対応力強化  

福祉職、心理職の児童相談所への定期的な派遣や児童相談所勤務経験者の採用による人材強化を図

り、子ども家庭支援センターの体制を強化します。また、関係機関職員向け研修の開催回数や内容の

充実、児童館や保育園への子育てスーパーバイザー派遣の対象機関の拡充等により、児童虐待の早期

発見、早期対応のための関係機関職員の対応スキルの向上を図っていきます。 
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◆ 虐待の未然防止を主眼においた相談支援の充実  

特に支援が必要な家庭にヘルパーを派遣する子育てパートナー事業や子育て短期支援事業などの子

ども家庭支援サービスを拡充し、虐待の未然防止策を強化します。また、子どもや保護者への心理的

ケアや親子関係改善プログラムの実施など、心理職による支援体制を充実します。 

◆ 社会的養育の推進、里親・養子縁組家庭への支援  

将来的な養育家庭の担い手を増やすよう、養育家庭体験発表会に加え、年間を通じた社会的養育の

啓発を行います。また、児童相談所と連携し、里親・養子縁組家庭への支援を強化していきます。 

◆ 児童虐待防止の普及啓発  

保護者から子どもへの体罰等の禁止、子どもの目の前での夫婦げんかが虐待に当たることについて

啓発を実施するとともに、子ども条例の啓発などにより子ども自身が子どもの権利に気付き、ＳＯＳ

を発信しやすい環境を整備します。区民向け虐待防止講演会等の充実により、地域で取り組む児童虐

待防止や早期発見について理解を深め、区全体で子どもを守る意識の醸成を図ります。 

■関連計画  

・目黒区子ども総合計画 

・目黒区保健医療福祉計画 

・健康めぐろ２１ 
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施策④  多様な保育・教育の充実  

■施策の概要  

 

 子育て世帯の多様なニーズに応えるため、保育・教育を充実させ、様々な暮

らし方や働き方に対応できるよう、支援を行っていきます。 

 関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、子どもたちが豊かな心を育

み、自分らしく健やかに成長していくことができるよう、適切な環境で保育・

教育を受けられるようにします。また、保育需要を的確に把握し、多様な保育

サービスを提供することで、保護者の仕事と子育ての両立を支援し、女性の就

業率の上昇にも対応していきます。 

○関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

  

■成果指標  

 

成果指標名 
現状値 計画目標値 

令和３年度 令和 13 年度末 

保育所待機児童数 ０人 ０人 

３～５歳児の幼児教育・保育施設就園率 ８８．３２％ ９０％ 

一時保育施設の年間延べ利用人数 ５，９３１人 ７，０００人 

 

■現状と課題  

 

○ 父母ともに就労している家庭は子育て世代の半数を超え、家庭の環境も多様化していま

す。 

○ このような状況の中、子育てと仕事の両立を支援するとともに、保育園や幼稚園、こども

園など、子どもを預ける場所を保護者の考えや希望で、自由に選択できる環境を整えるこ

とが必要です。 

○ 目黒区は令和２（２０２０）年４月に保育園の入園待機児童ゼロを達成しました。今後は

待機児童ゼロの維持とともに、質の高い保育を提供していく必要があります。 

○ 充実した就学前教育を子どもに与えたい家庭に対しては、幼児教育の質の向上と振興が求

められます。 

○ また、ひとり親家庭など家庭の状況に応じた支援も重要です。 
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■主な取組  

◆ 一時保育事業の実施  

休養や通院・用事などの理由で、一時的に保育が必要な場合に保育施設で一時保育を、また保護者

の病気や出産、家族の入院・看護などで保育が必要な際、保育施設にて期間限定で緊急一時保育を行

い保護者の育児の負担を軽減し、子育てが無理なくできるよう支援をします。 

◆ 病児・病後児保育事業の実施  

保育園等に通っている保育の必要な乳幼児が「病気の回復期」にあって、集団保育が困難な時期

に、専用施設で一時的に保育を行います。また、自宅でベビーシッターを利用した際の訪問型病児・

病後児保育の費用の一部を助成し、病児・病後児保育事業サービスを普及整備していきます。 

◆ 子育て支援、子育てひろばの拡充  

待機児童解消にともない、今後は地域の子育て家庭を中心に遊び場の提供や子育て相談、子育て情

報等の提供を積極的に行い、支援していきます。 

◆ 保育園の入園待機児童ゼロの維持  

年々増加する保育ニーズに対応するため、私立認可保育園等の整備を加速した結果、令和２（２０

２０）年４月に待機児童ゼロを達成しました。今後も、計画的な私立保育園の整備をはじめとした

様々な手法により、待機児童ゼロを維持していきます。 

◆ 区立保育園の民営化及び老朽化対応  

歳入の大幅な増が見込めない中、今後も多様な保育ニーズに応えていくこと、老朽化が進む園舎の

改修、改築経費及び運営経費の抑制などの課題を解決していく方策の一つとして、区立保育園の民営

化を進めていきます。また、区立保育園として存続する園については、老朽化への対応を行っていき

ます。 

◆ 幼児教育の充実  

就学前施設において、「生きる力」の基礎を育む教育内容を充実させるとともに、小学校教育との

円滑な接続を図ります。 

◆ 私立幼稚園への情報提供や相談対応の充実  

幼児教育の充実と振興及び質の向上を図るため、情報提供を行うとともに私立幼稚園が区に相談で

きる体制を確保します。 

■関連計画  

・目黒区子ども総合計画 

・めぐろ学校教育プラン 

・目黒区保健医療福祉計画 

 

 

 



 

基本目標１ 学び合い成長し合えるまち 

45 
 

 

施策⑤  子どもの安全な遊び場・放課後の居場所づくりの推進  

■施策の概要  

 

放課後等に子どもが安全・安心に過ごすことのできる多様な居場所の拡充や

子育てネットワークづくりの支援、子どもの育ちを支える地域共生社会の実現

に向けた環境づくりに取り組んでいきます。 

 関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、子育て支援施設をはじめと

するすべての機関、地域との連携・協力を通じて、地域社会全体の子育て力を

高め、子どもたちが社会の一員として豊かに育つよう、自主性、創造性、社会

性を養うことができる環境づくりを進めます。 

○関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 
現状値 計画目標値 

令和３年度 令和 13 年度末 

ランランひろばの１日平均利用人数 １６６人 １，５２２人 

子ども教室実施団体数 １５団体 ２２団体 

中高生対応児童館の年間利用人数 ５，９８８人 １４，０００人 

 

■現状と課題  

 

○ 国では、子どもの数の増加や子育て家庭の生活状況の変化等を背景として、平成２６（２

０１４）年に「放課後子ども総合プラン」を、平成３０（２０１８）年には「新・放課後

子ども総合プラン」を策定しました。 

○ また、目黒区子ども条例では、大人は子どもの身近な場所に、安全に安心して過ごすこと

ができ、楽しく遊んだりできる「居場所」を確保し、子どもの主体性や社会性を育むとし

ています。 

○ すべての子どもが多様な居場所を選択できるようにするためには、地域等と情報共有や意

見交換を行いながら、関係者間で連携を深め、事業を充実させていくことが必要です。 

○ さらに、地域社会全体で子どもを見守り育むことで地域の活性化を図り、地域の子育て力

の向上をめざす必要があります。 
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■主な取組  

◆ 放課後子ども総合プランの推進  

すべての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができる居場所を提

供するため、学童保育クラブ及びランランひろば等を同一小学校内で実施する一体型を中心とした整

備を進めます。 

◆ ランドセル来館の充実  

下校後ランドセルをもったまま直接児童館に来館でき、学童保育クラブの補完機能となるランドセ

ル来館について、各館の施設状況を踏まえた整備方法や利用条件等の改善を図ります。 

◆ 児童館における中高生の居場所の拡大  

中高生の児童館の利用促進を図るとともに、区内公私立中学校・高校と連携し、児童館への理解を

深めてもらいます。また、児童館として様々な形で中高生の社会参加の促進や魅力ある事業を行いま

す。 

◆ 放課後フリークラブ事業の推進  

放課後や学校休業日に学校施設等において、子どもの安全・安心な居場所を確保するとともに、子

どもが地域との交流、文化活動、スポーツ活動等の体験ができる機会を提供します。 

◆ 児童館でのボランティアの育成と活用  

青少年がボランティアとして子どもたちとふれあう機会を提供し、達成感がもてるよう支援しま

す。また、地域の大人がボランティアとして児童館の行事や運営に参加し、共に地域の子どもを育て

ます。 

◆ 地域における子どもの多様な居場所づくりの推進  

小学校における放課後子ども総合プランの推進と併せて、すべての子どもが多様な居場所を選択で

きるよう、今後の児童館等の機能・役割について検討を進めます。また、地域子育て支援拠点とし

て、子育ちに関する組織や人、地域とのつながりを強化し、子育て・子どもに関する相談支援などの

充実を図ります。 

■関連計画  

・目黒区子ども総合計画 

・めぐろ学校教育プラン 

・目黒区生涯学習実施推進計画 

・目黒区保健医療福祉計画 
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施策⑥  青少年の健全育成  

■施策の概要  

 

 青少年を対象として、地域社会を担う一員となるよう社会参加の機会の充実

に取り組みます。 

 関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、青少年が自立性と社会性を

身につけるための体験機会や青少年の自主活動と社会参加を促進するため、専

門的な知識や技術に触れることができる学習機会の提供を進めます。 

また、青少年の健全育成を担う団体の主体性を尊重しながら場の提供や指導

者の派遣等の支援事業を実施していきます。 

○関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 
現状値 計画目標値 

令和３年度 令和 13 年度末 

青少年向け講座の参加者数 ３１６人 ３５０人 

 

■現状と課題  

 

○ 近年、青少年が加害者となる重大事件や子どもが被害者となる事件等の発生により、青少

年の安全で安心な成長に対する懸念が高まっています。背景として、家族や周囲との円滑

な関係やコミュニケーションの欠如、不安定な就労環境、保護者の経済的な困難や周囲か

らの孤立等が考えられます。こうした青少年を取り巻く環境の変化に対応し、青少年が健

やかに成長できる環境を作ることが必要です。区では、「豊かな人間性を育み、社会で生

きる力と創造力を身につけていくための取組」として、青少年が自立性と社会性を身につ

けるための体験機会や青少年の自主活動と社会参加を促進するため、専門的な知識や技術

に触れることができる学習機会の提供を進め、また、青少年の健全育成を担う団体の主体

性を尊重しながら場の提供や指導者の派遣等の支援を行ってきました。 

○ 今後も青少年に対して、地域社会を担う一員となるよう社会参加の機会の充実に取り組ん

でいく必要があります。 

 

■主な取組  

◆ 青少年対象の講座の実施  

青少年を対象に、自立性と社会性が深まるような体験機会を作るとともに、青少年の自主活動と社

会参加を促進するため、専門的な知識や技術に触れることができる学習機会を提供します。 
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◆ 青少年国内交流事業の実施  

目黒区の小学生が、友好都市である宮城県角田市の青少年と直接かかわることをとおして、双方の

違いを知り自らの地域の理解を深め、角田市との新たな交流と親睦を図る機会を提供します。 

◆ 少年団体指導者育成の支援  

青少年の健全育成を担う団体の主体性を尊重しながら、指導者を養成するための研修会に対し、指

導者の派遣等を支援し、少年団体の育成と地域の青少年の指導者の育成を支援します。 

■関連計画  

・目黒区生涯学習実施推進計画
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政策(2) 生きる力を育む学校教育の推進  

 

 

■１０年後にめざすべき将来像 

 

各学校で誰一人取り残さない質の高い教育が実践されており、子どもたちが予測困難な時代をた

くましく生きる力を、身に付けています。 

共生社会の実現に向けて、すべての子どもが可能な限り共に学ぶことができるよう、一人ひとり

の教育的ニーズに応じた連続性のある多様な学びの場が充実しています。 

安全・安心な学校施設への更新が計画的に進み、充実した教育活動の中で、魅力ある学校が実現

しています。 

学校が地域から信頼され、家庭・地域との連携・協働が進み、学校・家庭・地域が一体となり、

地域全体で子どもの成長を支えていく体制が確立されています。 

 

  

■現状と課題  

 

 学習指導要領の改訂、ＧＩＧＡスクール構想、コロナ禍における「新しい生活様式」を踏まえた

教育活動の展開、少人数学級への動きなど、教育を取り巻く環境は刻々と変化しています。このよ

うな変化に適切に対応していくとともに、学習指導要領の着実な実施により学校教育を社会に開か

れたものとしていくことが求められています。 

 区政に対する意識調査（平成３１（２０１９）年度実施）では、学校教育を重要視する区民は多

く、区においては、グローバル化や情報化の急速な進展など、価値観が多様化する社会に子どもた

ちが主体的に対応していけるよう、めぐろ学校教育プランに「目指す子ども像」、「目指す学校

像」を掲げ、知・徳・体のバランスのとれた豊かな人間性を養うための学校教育を推進していま

す。 

 特に、平成１４（２００２）年度から実施している「４０分授業午前５時間制」は、各学校の実

態に合わせて活用され、子どもたちの学びと成長につながるよう工夫を凝らして教育課程を編成し

ています。 

 新しい時代を生きる子どもたちの資質・能力を確実に育む学校教育を実現するためには、これま

での取組を充実・発展させていくことに加え、ＩＣＴを活用した指導の充実、少人数によるきめ細

やかな指導体制、安全・安心な教育環境の確保、教職員の養成・採用・研修等の充実など、校長を

中心とした学校組織のマネジメント力強化の下、新しい学びを支える人材育成・環境づくりに取り

組む必要があります。 

 さらに、「社会に開かれた教育課程の実現」に向けて、学校の教育目標や目指す子ども像を地域

と共有しながら、将来の社会の担い手である子どもたちの健やかな成長を地域全体で支えていくた

めの仕組みが必要です。 

 

■区政評価指標  

 

区政評価指標 
現状値 計画目標値 

令和３年度 令和 13 年度末 

区立学校において「確かな学力」「豊かな心」
「健やかな体」を身につけるための教育が
進んでいると思う区民の割合 

調査中 調査中 
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■施策一覧 

施策① 知・徳・体を総合的に捉えた資質・能力の育成  

【主な取組】 

・ 確かな学力の向上 

・ ＩＣＴを活用した教育の充実 

・ 現代的な諸課題に関する教科等横断的な教育の推進 

・ 豊かな心の育成 

・ 健やかな体の育成 

・ 就学前施設・小学校・中学校間の連携・交流の強化 

施策② 新しい時代の学校教育を支える環境整備  

【主な取組】 

・ いじめ・不登校等の諸課題への対応の充実 

・ 学校のＩＣＴ環境整備の推進 

・ 学校図書館の充実 

・ 日本語指導の充実 

施策③ 社会状況の変化に対応した魅力ある学校施設への更新  

【主な取組】 

・ 老朽化した学校施設の計画的な更新 

・ 区立中学校の適正規模・適正配置の推進 

・ 学校施設の機能改善 

施策④ 学校内外の連携・分担による学校マネジメントの実現  

【主な取組】 

・ 学校を支える人材の専門性が発揮される組織運営を通じた「チーム学校」の機能強化 

・ 高い専門性と指導力、協働性を備えた教員人材の育成 

・ 学校・園における働き方改革の推進 

・ 学校・家庭・地域が一体となり地域全体で子どもたちの成長を支える体制の整備 

施策⑤ インクルーシブ教育システムの構築  

【主な取組】 

・ 教職員、児童・生徒、保護者・区民への理解啓発 

・ 交流及び共同学習の充実 

・ 特別支援教室における指導・支援の充実 

・ 保護者や関係機関との連携による支援体制の充実 

施策⑥ 学校安全対策の充実  

【主な取組】 

・ 子どもの安全教育の推進 

・ 地域や関係機関との連携による安全対策の強化 

・ 学校・園における児童虐待の早期発見・早期対応の推進 

・ 「新しい生活様式」下における持続的な学校・園運営の実現 
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施策①  知・徳・体を総合的に捉えた資質・能力の育成  

■施策の概要  

 

 すべての子どもが持続可能な社会の創り手となることができるよう、知・

徳・体を総合的に捉えた資質・能力を育成していきます。 

 関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、すべての子どもたち一人ひ

とりにきめ細かく目を配り、個別最適な学びを提供することにより、これから

先も誰一人取り残すことなく質の高い教育を届けられるよう取組の充実を図り

ます。また、「特別の教科 道徳」の授業等をとおして、多様性の尊重や価値

観の異なる他者との共生などについて、考えを深めていきます。 

○関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 
現状値 計画目標値 

令和３年度 令和 13 年度末 

これまでに受けた授業で課題解決に向けて
自分で考え、自分から取り組んでいたと思
う児童・生徒の割合 

小学校 

８０．３％ 

中学校 

７３．２％ 

小学校  

８３％ 

中学校  

７６％ 

自分にはよいところがあると思う児童・生
徒の割合 

小学校（６年） 

８４．４％ 

中学校（３年） 

７４．５％ 

小学校（６年） 

８５％ 

中学校（３年） 

７５％ 

体力・運動能力、運動習慣等調査（児童質問
紙）における、運動（体を動かす遊びを含む）
やスポーツをすることが好きな児童・生徒
の割合 

小学校（５年） 

９２．０％ 

中学校（２年） 

８５．４％ 

小学校（５年） 

９６％ 

中学校（２年） 

８８％ 

 

■現状と課題  

 

○ Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０時代の到来など、社会の変化が加速度を増し、複雑で予測困難とな

ってきている中、一人ひとりの児童・生徒が自分のよさや可能性を認識するとともに、あ

らゆる他者を価値ある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を

乗り越え、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが必要です。 

○ 学校教育には、知・徳・体を一体的に捉え、３つの資質・能力である「知識及び技能」

「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」をバランスよく育むことが

求められています。 

 

 

 

 



 

基本目標１ 学び合い成長し合えるまち 

53 

○ これらの力を児童・生徒に身に付けさせるために、目黒区は、学校教育の基盤的なツール

としてＩＣＴは必要不可欠なものであると捉えており、各教員がＩＣＴ機器を効果的に活

用し、「主体的・対話的で深い学び」の視点による授業改善を図り、児童・生徒一人ひと

りに応じた最適な学びを提供するとともに、多様な他者と共に学び合う学習活動を充実さ

せます。 

 

■主な取組  

◆ 確かな学力の向上  

きめ細かい指導や教科の専門性をいかした指導ができるよう指導体制を充実させるとともに、学力

の定着状況の把握・分析を踏まえた指導方法の工夫・改善を図ります。 

◆ ＩＣＴを活用した教育の充実  

児童・生徒が情報端末を日常的に活用することで、一人ひとりに確かな学力を定着させるととも

に、情報活用能力の育成を図ります。 

◆ 現代的な諸課題に関する教科等横断的な教育の推進  

時代の進展に伴う多様な教育課題（主権者に関する教育、消費者に関する教育、法に関する教育

等）について、各教科等の内容と関連付けながら、横断的・総合的に取組の充実を図ります。 

◆ 豊かな心の育成  

人権教育や道徳教育を通じて、人権意識を高め、道徳性を養うとともに、様々な体験活動を通じ

て、社会性・協調性や規範意識を醸成する教育活動を推進します。 

◆ 健やかな体の育成  

児童・生徒の望ましい運動習慣・生活習慣の確立に向け、学校と家庭が連携し、体力向上の取組や

食育など健康教育の充実を図ります。 

◆ 就学前施設・小学校・中学校間の連携・交流の強化  

幼稚園、こども園、保育園等と小学校、小学校と中学校の間の連携や交流を一層深め、校種間の円

滑な接続を図ります。 

 

■関連計画  

・めぐろ学校教育プラン 

・健康めぐろ２１ 

・目黒区教育の情報化推進計画（仮称） 
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施策②  新しい時代の学校教育を支える環境整備  

■施策の概要  

 

災害や感染症の発生時等の非常時にあってもすべての子どもたちの学びを保

障するため、新しい時代の学びを支える学習環境の整備が重要です。 

関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、いじめや不登校等の諸課題

や日本語指導等の教育的ニーズに、個別に対応したり、学習環境を整備したり

することにより、すべての子どもが誰一人取り残されることなく、質の高い教

育を受けられるようにします。 

○関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 
現状値 計画目標値 

令和３年度 令和 13 年度末 

いじめ解消率 
７３％ 

（令和２年度） 
８３％ 

区立小中学校の「学校情報化認定」優良校認
定率 

－ １００％ 

日本語指導を利用する児童・生徒の目標達
成率 

４３％ ５０％ 

 

■現状と課題  

 

○ Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０時代の到来や新型コロナウイルス感染症拡大など、子どもたちを取

り巻く環境が大きく変化している中、これからの学校教育を支えるツールとしてＩＣＴは

必要不可欠です。目黒区は、災害や感染症の発生等の非常時においても、子どもたちの健

やかな学びを保障するため、令和２年度末までに児童・生徒一人一台の学習用情報端末を

貸与していますが、引き続き、ＩＣＴの環境整備、学習環境・指導体制の充実などに取り

組む必要があります。 

○ また、昨今の深刻な児童虐待をはじめ、いじめ・体罰、不登校等の諸課題は社会全体で取

り組むべき重要な課題であり、目黒区においても、学校や保護者、地域、関係機関等との

連携・協力の下に、学校現場においても適切に対応する必要があります。 

■主な取組  

◆ いじめ・不登校等の諸課題への対応の充実  

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、警察関係者等の専門家や、学習支援教室

「めぐろエミール」、関係機関、住区住民会議・町会などの地域コミュニティと連携を図りながら、

いじめ・不登校等の諸課題の早期発見と対応を促進します。 
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◆ 学校のＩＣＴ環境整備の推進  

計画的かつ効果的に学校のＩＣＴ環境の改善及び維持・管理に取り組むとともに、児童・生徒及び

教職員が安全安心に学校でＩＣＴを活用するために情報セキュリティの向上を図ります。 

◆ 学校図書館の充実  

読書活動や読書指導の場である「読書センター」、授業の内容を豊かにして理解を深めていく「学

習センター」、児童・生徒の情報活用能力等を育成する「情報センター」としての学校図書館の充実

を図ります。 

◆ 日本語指導の充実  

外国にルーツのある児童・生徒が、学校生活や日本語による学習に取り組むことができるよう、日

本語指導の体制整備・充実を図ります。 

■関連計画  

・めぐろ学校教育プラン 

・目黒区教育の情報化推進計画（仮称） 

 

施策③  社会状況の変化に対応した魅力ある学校施設への更新  

■施策の概要  

 

 児童・生徒が快適かつ安全・安心に学校生活を送ることができるよう、老朽

化した学校施設を計画的に更新するとともに、既存施設についても利便性の向

上や時代の変化への対応のための機能改善を進めていきます。また、中学校で

の活力ある学習活動や部活動の展開、集団活動を通した人間関係の広がりを図

るため、区立中学校の統合により適正規模・適正配置を推進していきます。 

 関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、児童・生徒が質の高い教育

を受けるための、社会状況の変化に対応した魅力ある学校環境を整備し、区民

が子育てしやすく住み続けたいと思えるまちづくりに貢献していきます。 

○関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 
現状値 計画目標値 

令和３年度 令和 13 年度末 

学校施設の老朽化率 ８４％ ６２％ 

南部・西部地区統合対象校の適正規模・適正
配置の実現割合 

－ １００％ 

学校トイレの洋式化率 ７９．２％ ９５％ 
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■現状と課題  

 

○ 公共施設の老朽化は全国的な課題となっており、目黒区は、今後一斉に迎えることとなる

区有施設の更新への対応など、持続可能なサービスの提供に向けて、区有施設見直しの検

討を進めています。中でも、区有施設全体の４０％以上を占める学校施設については、区

立小・中学校３１校のうち、今後１０年間で２６校（８４％）が築後６０年目を迎えるな

ど、老朽化対策が喫緊の課題となっており、学校施設の計画的な更新が不可欠な状況で

す。既存の学校施設については、更新時期を踏まえつつ、トイレの乾式化・洋式化等の衛

生環境の整備のほか、老朽化対策やバリアフリー化等の機能改善に取り組む必要がありま

す。 

○ また、区立中学校は、少子化や国私立中学校への進学志向などの影響により小規模化が続

いています。このことにより、活力ある学習活動や部活動の展開に制約を生み、学習集団

が固定化し、集団活動を通した人間関係の広がりが十分とはいえなくなるなど、教育活動

において様々な課題が生じる可能性があり、適正規模・適正配置の推進を図る必要があり

ます。 

 

■主な取組  

◆ 老朽化した学校施設の計画的な更新  

区立小・中学校３１校のうち、旧耐震基準で建設された２６校について、計画的・効率的に更新し

ていきます。更新の際には、周辺公共施設との複合化・多機能化を図り、区有施設全体の総量縮減に

も留意していきます。 

◆ 区立中学校の適正規模・適正配置の推進  

区立中学校のさらなる魅力づくりに向けて、区立中学校の適正規模・適正配置を推進し、充実した

学校教育環境を整備します。南部・西部地区の区立中学校のうち、望ましい学校規模を満たす状況に

ない第七、第八、第九、第十一中学校の４校を２校に統合することで、適正規模・適正配置の実現を

図ります。 

◆ 学校施設の機能改善  

児童・生徒が快適かつ安全・安心に学校生活を送れるよう、少人数学級やＩＣＴ活用などを踏まえ

た教室等の改修、トイレの環境改善、老朽化対策、バリアフリー化等を進めていきます。 

 

■関連計画  

・めぐろ学校教育プラン 

・目黒区学校施設更新計画 

・望ましい規模の区立中学校の実現をめざして 

・目黒区区有施設見直し方針 

・目黒区区有施設見直し計画 
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施策④  学校内外の連携・分担による学校マネジメントの実現  

■施策の概要  

 

 児童・生徒一人ひとりにきめ細かく目を配り、最適な学びを提供することに

より、だれ一人取り残すことなく質の高い教育を届けられるよう、「チーム学

校」に加え、地域人材や社会資源と連携・協働する学校運営体制を構築してい

きます。 

 関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、校長のリーダーシップの

下、カリキュラム、日々の教育活動、学校の資源が一体的にマネジメントさ

れ、教職員や学校内の多様な人材が、それぞれの専門性を生かして能力を発揮

し、子どもたちに必要な資質・能力を確実に身に付けさせることができる学校

づくりに取り組んでいきます。 

 また、学校を中心に町会・自治会、住区住民会議などの地域コミュニティが

一体となって児童生徒を支援し、子どもの健全な成長と効果的な学力の向上を

支える環境づくりに取り組んでいきます。 

 

○関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 
現状値 計画目標値 

令和３年度 令和 13 年度末 

組織的に業務の効率化・最適化をめざして
取り組んでいると思う教員の回答割合 

８５％ ９０％ 

日常的に教員の専門性と協働性及び教育公
務員としての自覚を高める取組をしている
教員の割合 

９５．４％ ９８％ 

学校と地域の連携は円滑に行えていると思
う保護者・地域の方の肯定的回答割合 

７６．８％ ９０％ 

 

■現状と課題  

 

○ 新しい時代に求められる資質・能力を子どもたちに育むためには、学校で育むべき資質・

能力を社会と共有し、連携と協働によりその実現を図っていくという「社会に開かれた教

育課程」を実現することが必要とされています。一方で、学校や児童生徒を取り巻く課題

は複雑化かつ多様化しており、求められる役割が拡大したことによる多忙から教職員が教

科指導や生徒指導に割く時間を十分に確保しづらいという課題が顕在化しています。 
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○ これらの課題に対処していくには、引き続き、学校における働き方改革を推進するととも

に、校長のリーダーシップの下、外部人材や地域人材を有効に活用し、適切な役割分担と

教員一人ひとりの資質・能力の向上により、教職員それぞれが専門性を発揮できるような

組織運営を通じて、学校組織全体としての総合力を発揮していくことが求められていま

す。 

○ また、学校外との関係では、学校と家庭、地域との連携・協働によって、地域全体で子ど

もの成長を支えていく体制を構築し、「社会とつながる協働的な学び」と、学校や教員が

教育活動に重点を置いて取り組むことができる環境を実現していくことが強く求められて

います。 

 

■主な取組  

◆ 学校を支える人材の専門性が発揮される組織運営を通じた「チーム学校」の機能強化  

学校に求められる多様な機能に応じて教員以外の外部人材を有効に活用するとともに、多様な専門

スタッフの役割分担の整理を行い、効果的な活用の仕方や校務分掌（学校運営上必要な業務分担）等

を実現することで、学校の教育機能のより一層の強化を図ります。 

◆ 高い専門性と指導力、協働性を備えた教員人材の育成  

教員の職層や経験に応じた研修や専門性を高める研修を意図的・計画的に実施するとともに、日常

的に学び合う校内研修や、自ら主体的に行う研修を通じて、教員としての資質・能力の向上を図りま

す。 

◆ 学校・園における働き方改革の推進  

学校・園を支える人員体制の整備を始めとした、学校・園における働き方改革に積極的に取り組ん

でいくことで、教職員の負担軽減と子どもと向き合う時間の創出を図っていきます。 

◆ 学校・家庭・地域が一体となり地域全体で子どもたちの成長を支える体制の整備  

学校運営協議会の設置などを通じて、保護者や地域住民等が学校運営に参画し、相互に連携・協働

して魅力ある学校づくりを進めていく体制を整備します。また、関係機関との連携により、複雑・多

様化した課題に適切に対応していきます。 

■関連計画  

・めぐろ学校教育プラン 

・目黒区立学校（園）における働き方改革実行プログラム 

・目黒区教員人材育成基本方針 
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施策⑤  インクルーシブ教育システムの構築  

■施策の概要  

 

 目黒区は、目黒区特別支援教育推進計画に基づき、すべての子どもが可能な

限り共に学ぶことに配慮しつつ、自立と社会参加に向けて一人ひとりの教育的

ニーズに応じた連続性のある多様な学びの場を充実していくインクルーシブ教

育システムの構築を基本的な考え方として、指導・支援の充実を図って行きま

す。 

 関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、障害の有無にかかわらず共に教育を受

ける機会を設けるとともに、障害のある子どもが小・中学校における多様な学

びの場で一人ひとりの十分な学びを確保できるよう取組を推進していきます。 

○関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 
現状値 計画目標値 

令和３年度 令和 13 年度末 

交流及び共同学習（授業交流）の実施の割合 ６２．５％ １００％ 

特別支援教室入級時の目標を達成した児
童・生徒の割合 

３％ １０％ 

 

■現状と課題  

 

○ 近年は特別支援学校だけではなく幼稚園や小学校、中学校の通常の学級においても発達障

害を含めた障害のある子どもが学んでおり、特別支援教育の対象となる子どもは増加傾向

にあります。 

○ 目黒区は、特別支援学級と通常の学級との交流及び共同学習、通常の学級に在籍する発達

障害等の子どもに特別の指導を行う特別支援教室、特別支援教育支援員の配置、早期から

の教育相談を踏まえた就学相談や小学校就学前ガイダンスの実施などにより、特別支援教

育を進めてきました。 

○ すべての子どもが可能な限り共に学ぶことに配慮しつつ、一人ひとりの教育的ニーズに応

じた連続性のある多様な学びの場を充実していくインクルーシブ教育システムの構築を基

本的な考え方として、特別支援教育を更に充実できるように体制の整備を進めていきま

す。 

■主な取組  

◆ 教職員、児童・生徒、保護者・区民への理解啓発  

教職員への人権教育研修等の実施、児童・生徒への人権教育・特別活動の充実、保護者や区民への

講演会の実施や区報等により、特別支援教育の理解・啓発に取り組みます。 
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◆ 交流及び共同学習の充実  

特別支援学級と通常の学級との交流及び共同学習、特別支援学級間での交流事業等を充実させ、交

流及び共同学習のための支援を学校現場に行うことにより、実施体制の整備を図ります。 

◆ 特別支援教室における指導・支援の充実  

学識経験者や指導主事による授業観察や指導助言の活用、特別支援教室にかかわる教職員への研修

の実施等により、特別支援教室における指導・支援の充実を図ります。 

◆ 保護者や関係機関との連携による支援体制の充実  

子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援を充実させるため、保護者や幼稚園・こども園、保

育所等との早期からの連携を一層進め、小学校就学後についても必要な支援体制を構築します。 

■関連計画  

・めぐろ学校教育プラン 

・目黒区特別支援教育推進計画（第四次） 

 

施策⑥  学校安全対策の充実  

■施策の概要  

 

 学校や地域、関係機関と連携し、地域ぐるみで子どもの安全対策の充実を図

ります。子どもへの安全教育では、危険に対して自ら危機を生き抜くことがで

きるよう、成長段階に応じて様々な取組を進めていきます。また、子どもの学

びを止めないため、新たなリスク対策や児童虐待防止策などを講じていきま

す。 

 関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、すべての子ども一人ひとり

に質の高い教育を届けられるよう取組を進めます。安全教育では、予測不能な

時代を生き抜くために必要な力を育成していきます。 

○関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 
 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 
現状値 計画目標値 

令和３年度 令和 13 年度末 

保護者や地域と連携した通学路の点検実施
校数 

８校 １０校 

災害時に自分の安全を守るため、適切な行
動をとることができると思う生徒の割合 

９５．６％ ９６％ 

事件や事故防止のための活動や訓練に真剣
に取り組んでいる生徒の割合 

９６．６％ ９７％ 
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■現状と課題  

 

○ 学校管理下や登下校中に児童生徒等が被害に遭う事件や事故災害の発生が後を絶たない状

況にあり、学校・園において、児童生徒等が生き生きと活動し学べるよう、災害安全・交

通安全・生活安全という３つの観点から、安全・安心な「学びの場」を確保するととも

に、自らの安全を確保することのできる基礎的な資質・能力を、学校教育全体を通じて育

成していくことが必要となります。 

○ こうした課題に対応していくために、地域や関係機関との連携による安全対策の強化や安

全教育のより一層の充実を図っていくことが求められています。加えて、コロナ禍におけ

る「新しい生活様式」への確実な移行とともに、持続的な学校・園運営を実現していくこ

とも、学校マネジメントの観点から重要な課題となっています。 

○ 児童虐待相談件数は年々増加しており、児童虐待の未然防止と早期発見・対応を行う上で

は、子どもと日常的に接することとなる学校・園の役割が重要となっています。教職員の

資質・能力の向上や、学校・園での組織的対応とともに、関係機関との連携強化を図って

いくことが強く求められています。 

■主な取組  

◆ 子どもの安全教育の推進  

自らの安全を確保することのできる基礎的な資質・能力を、学校教育全体を通じて育成していける

よう、子どもの防災教育や防犯教育のより一層の推進を図ります。このほか、警察等と連携した薬物

乱用防止教室やセーフティ教室等の実施をとおして、児童・生徒の健全育成の活性化及び充実を図り

ます。 

◆ 地域や関係機関との連携による安全対策の強化  

登下校時の事故や犯罪から子ども達を守るため、学校が地域や関係機関と連携し、交通安全・生活

安全の観点をもって危険を予知し、必要な対応策を講じます。また、安全パトロールや「こども１１

０番の家」など従来の取組を含め、地域ぐるみでの子どもの安全対策のより一層の充実を図ります。 

◆ 学校・園における児童虐待の早期発見・早期対応の推進  

これまで以上に、学校・園が子ども家庭支援センターや児童相談所等の関係諸機関と連携できるよ

う、教職員の児童虐待の未然防止と早期発見・早期対応に向けた研修の充実を図ります。 

◆ 「新しい生活様式」下における持続的な学校・園運営の実現  

幼児・児童・生徒の学びを止めず、各学校・園が教育課程を実施していくために、「新しい生活様

式」下での適切な感染症対策や熱中症対策を講じます。 

■関連計画  

・めぐろ学校教育プラン 

・目黒区地域防災計画 
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政策(3) 豊かな地域社会をつくる生涯学習の充実  

 

 

■１０年後にめざすべき将来像 

 

区民一人ひとりが、生涯を通じて、いつでもどこでも、学習に関する情報を手にし、生き生きと

学び、学び合い、また、学んだことを地域の中で生かすことができています。 

区内および近隣地域の教育機関との連携により、教育機関の専門性を生かした生涯学習事業が活

発に実施されています。 

保護者が子どもの教育に責任を持って安心して家庭教育を進めています。また、学校・家庭・地

域の連携により、地域全体で子育てが行われています。 

図書館では、常に新しい情報が収集されています。収集されたこれらの情報は適切に整理・保存

されています。区民は必要なときにいつでも情報を得ることができます。また、区民は、図書館を

利用することにより、適切な情報を得て活用するだけでなく、生涯学習を深めることや、読書の楽

しみを味わうことができています。 

新しく収蔵した文化財の展示や、文化財を活用した関連講座などを通じて区民が本区の文化財に

ついて学び、その価値に対する理解を深めることにより、郷土に対する愛着を持つことができてい

ます。 
 

  

■現状と課題  

 

 医療体制の充実、医学の進歩、生活水準の向上等により、平均寿命は著しく伸長し、人生１００

年時代の到来が予測されています。人生１００年時代においては、すべての人が自らの人生を設計

し、学び続け、学んだことを生かして活躍できる環境が求められます。そして、今後、より豊かに

生きるため、生涯にわたって自ら学習し、自己の能力を高め、働くことや、地域や社会の課題解決

のための活動につなげていく必要性が一層高まることが考えられます。 

 目黒区世論調査（令和２（２０２０）年度実施）によると、「生涯学習活動を行った」区民は１

７．６％、「学習の成果を生かした地域活動を行っている区民」は４．９％、「図書館を利用した

区民」は３７．８％となっており、区民の生涯学習活動の充実に向けて、さらなる取組が求められ

ているところです。 

 区民一人ひとりが、生涯を通じて、いつでもどこでも、生き生きと学び、学び合い、また、学ん

だことを地域の中で生かすことができるよう、区は多様な情報の収集・整理・保存及び学習機会の

提供などの生涯学習環境整備を進め、施策を推進していく必要があります。 

 

 

■区政評価指標  

 

区政評価指標 
現状値 計画目標値 

令和３年度 令和 13 年度末 

生涯を通じて、誰もが生き生きと学び、学ん
だことを活かせる環境が整っていると思う
区民の割合 

調査中 調査中 
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■施策一覧 

施策① 生涯学習充実に向けた基盤整備  

【主な取組】 

・ 生涯学習推進の基盤整備 

・ 「地域に学び、地域に生かす」仕組みの整備 

施策② 多様な主体の連携・協力による幅広い学習機会の提供  

【主な取組】 

・ 多様な主体者との連携・協力による学習機会の提供 

・ 専門知識を生かした学習機会の提供 

施策③ 家庭・地域の教育力の向上  

【主な取組】 

・ 家庭教育講座の実施 

・ 学校・家庭・地域の連携を図る教育ネットワーク組織への支援 

・ 子ども教室の拡充 

施策④ 社会教育活動の促進  

【主な取組】 

・ 学習の場の提供 

・ 学習機会の提供 

・ 自主活動の支援 

・ 学びの情報の提供 

施策⑤ 図書館サービスの充実  

【主な取組】 

・ 図書資料の充実と的確な資料提供 

・ 図書館情報発信の充実 

・ 児童サービスの充実 

・ 障害者サービスの充実 

施策⑥ 文化財の保護・活用  

【主な取組】 

・ 文化財の保存の推進 

・ 関連資料及び情報の提供 

・ 文化財の公開・普及の推進・ 
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施策①  生涯学習充実に向けた基盤整備  

■施策の概要  

 

 人生１００年時代を迎え、区民がライフステージやライフスタイルに応じた

生涯学習を進められるよう、基盤整備を進め、区民の主体的な学習活動の支援

を行います。 

 関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、すべての区民が生涯を通じ

て自らの人生を設計し活躍することができるよう、区民の主体的な学習活動に

向けた条件整備を進めるとともに、生涯学習活動で培った知識・経験を地域で

生かせる場の提供や仕組みづくりを進めていきます。 

○関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 
現状値 計画目標値 

令和３年度 令和 13 年度末 

生涯学習活動を行ったと答えた区民の割合 １７．６％ ３０％ 

地域の活動等を行っていると答えた区民の
割合 

４．９％ １０％ 

 

■現状と課題  

 

○ 人生１００年時代の到来や、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の実現に向けた取組が進むなど社会が

大きく変化する中で、個々人のライフスタイルに応じて仕事や家庭、社会貢献など様々な

活動を自ら選択し、組み合わせていくことで、多様なキャリアが実現されます。こうした

活動を円滑に行い、人生をより豊かにするうえで生涯学習は重要な役割を果たすと言われ

ています。 

○ また、学習を学習のみで終わらせるのではなく、その成果を地域の活動の中で生かすこと

は、誰かの役に立つという喜びをもたらし、より積極的に地域の活動に参画する熱意やさ

らなる課題解決のために新たな学習を求めるといった、持続的な学習と活動の循環につな

がり、一人ひとりの人生をより充実させていく上で、大きな意義をもつと考えられます。 

○ 今後、生涯学習は社会に対してより開かれたものとして、また、区民相互のつながりを提

供する場として、展開していくことが求められています。 
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■主な取組  

◆ 生涯学習推進の基盤整備  

人生１００年時代を見据え、すべての区民が生涯を通じて自らの人生を設計し活躍することができ

るよう、ライフステージやライフスタイルに応じた学習への支援を行い、区民の主体的な学習活動に

向けた条件整備を進めます。 

◆ 「地域に学び、地域に生かす」仕組みの整備  

地域で活動しようと思う区民を増やし、支援を行うとともに、地域で活動している区民がより充実

した活動が行えるよう、生涯学習活動で培った知識・経験を地域で生かせる場の提供や仕組みづくり

を進めます。 

■関連計画  

・目黒区生涯学習実施推進計画 

 

施策②  多様な主体の連携・協力による幅広い学習機会の提供  

■施策の概要  

 

 目黒区内および近隣地域の教育機関等との連携により、教育機関の専門性を

生かした生涯学習事業を実施していきます。 

 関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、高度化・多様化する区民ニ

ーズにこたえるため、区内及び近隣の教育機関等との連携を図りながら講座な

どを実施し、身近な場所で専門性を生かした学習機会を提供します。 

○関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 
現状値 計画目標値 

令和３年度 令和 13 年度末 

区内等教育機関や民間団体等との連携・協
力による学習機会への参加者数 

２４０人 ３８０人 

専門知識を生かした学習機会への参加者数 ３１０人 ４００人 

 

■現状と課題  

 

○ 区民生活を取り巻く環境は変化し、ライフスタイルの多様化やＩＣＴの進展等により、区

民の学習ニーズの多様化・高度化が進んでいます。 
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○ このような状況の中、ライフステージやライフスタイルなどに応じて学習内容を選択でき

るよう、行政のみではなく、教育機関・企業・ＮＰＯ法人等との連携・協力による幅広い

学習機会の提供が求められています。 

○ 目黒区には東京大学、東京工業大学、東京音楽大学、東京医療保健大学など様々な分野の

教育機関があります。これらの教育機関と連携・協力し、特色のある教育資源の活用や専

門性を生かした学習機会を提供することが求められています。 

 

■主な取組  

◆ 多様な主体者との連携・協力による学習機会の提供  

区民の多様化・高度化する学習ニーズに応えるため、目黒区内の大学をはじめとする教育機関や民

間団体等との連携・協力を進め、専門性を生かした幅広い分野の学習機会を提供します。 

◆ 専門知識を生かした学習機会の提供  

東京都立大学の移転に伴い設立された「めぐろシティカレッジ振興会」との連携・協力により、大

学教授や講師、高等学校教諭などによる、専門性を生かした学習機会を提供します。 

■関連計画  

・目黒区生涯学習実施推進計画 

 

施策③  家庭・地域の教育力の向上  

■施策の概要  

 

 家庭教育についての学習を支援するとともに、家庭、学校、地域の連携を図

る教育ネットワーク組織の支援を行っていきます。 

 ＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、家庭教育についての学習機会を提供

するとともに、家庭教育支援と地域教育ネットワーク組織の支援により、家庭

と地域が連携し、地域社会の中で子どもを育てていくという連帯感のもと、地

域全体で子育てを行う仕組みづくりを進めるほか、子どもの安全・安心な居場

所の確保や子どもが様々な体験を行うことができる機会を提供します。 

○関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 
現状値 計画目標値 

令和３年度 令和 13 年度末 

家庭教育講座の参加者数 １，９０１人 ２，０００人 

子ども教室実施団体数 １５団体 ２２団体 
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■現状と課題  

 

○ 都市化の進行、家族形態の変容、価値観やライフスタイルの多様化等を背景とした地域社

会等のつながりや支え合いの希薄化によって、「地域で育てる子ども」という考え方が次

第に失われてきたと言われています。 

○ また、家庭においては、日常の生活におけるしつけ、感性や道徳心を育てることなど、本

来家庭教育の役割であると考えられるものを家庭外へ依存する家庭があることが指摘され

ています。加えて、個人重視の風潮等人々の価値観の大きな変化に伴い、保護者の家庭教

育に関する考え方にも変化が生じ、放任や過保護・過干渉が見られることなどが指摘され

ています。 

○ このような状況の中、家庭教育の自主性を尊重しつつ、家庭教育に関する学習機会や社会

全体で子どもを見守り、育てていくために、学校や地域、家庭がそれぞれの役割と責任を

自覚しつつ、地域全体で子育てや教育に取り組む体制を確立することが重要となっていま

す。 

■主な取組  

◆ 家庭教育講座の実施  

家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者が子どもの教育に責任をもって家庭教育を進め、子どもの

生活習慣の習得や自立心を育むことができるよう、家庭教育についての学習機会を提供します。 

◆ 学校・家庭・地域の連携を図る教育ネットワーク組織への支援  

子どもたちの健全で調和のとれた成長をめざして、地域ぐるみで子育てを担っていくため、学校・

家庭・地域の関係者が子どもの教育について、共に話し合い連携・協力する組織の活動を支援しま

す。 

◆ 子ども教室の拡充  

放課後や学校休業日に学校施設等において、子どもの安全・安心な居場所を確保するとともに、子

どもが地域との交流、文化活動、スポーツ活動等の体験ができる機会を提供します。 

■関連計画  

・目黒区生涯学習実施推進計画 

・めぐろ学校教育プラン 

・目黒区子ども総合計画 
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施策④  社会教育活動の促進  

■施策の概要  

 

 地域の多様な人々が相互に理解し合い、共生できる環境をつくっていくため

に、区民が主体的に学習活動を行っていけるよう、環境整備を進めます。 

 ＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、区民の学習活動が積極的に行われる

よう、区民や団体の学習成果を活用した学習機会の提供を行うほか、団体活動

が発展するよう、交流や発表の機会を充実します。また、団体活動の場や学習

機器の提供、自主活動の支援、学習情報の提供等、学習環境の整備を行ってい

きます。 

○関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 
現状値 計画目標値 

令和３年度 令和 13 年度末 

社会教育館・文化会館・青少年プラザ利用率 ６０．８％ ６５％ 

 

■現状と課題  

 

○ 誰もが排除されずに参画できる社会の実現が求められている中、地域の多様な人たちが相

互に理解しやすい共生できる環境をつくっていくうえで、社会教育は極めて重要な役割を

果たすことが期待されています。 

○ また、人生１００年時代に多様な活動（仕事、家庭、社会貢献など）を円滑に行っていく

ためには、必要な時に必要な学びを通じ成長し、心身の健康を保持しながら活動できるこ

とが求められています。さらにＳｏｃｉｅｔｙ５．０に向け、新しい技術を活用した学び

の利点を最大限に生かし、様々な取組を充実・発展していくとともに、ＩＣＴ機器を利用

できる人とできない人の格差の解消を図っていくことが必要となっています。 

○ 目黒区は、社会教育講座の実施や学習の場の提供などにより、区民の主体的な学習活動を

支援しています。目黒区世論調査（令和２（２０２０）年度実施）によると、生涯学習の

推進のために必要なこととして、「気軽に参加できる講座や関心のある講座があること

（６２．２％）」が最も多い回答となっています。今後も区民ニーズの把握に努め、幅広

い講座を実施していくことが求められています。 

 

■主な取組  

◆ 学習の場の提供  

各地域の社会教育活動の拠点となるよう、学習施設の充実と効果的・効率的な運用を図り、区民や

団体が学習活動を行う場を提供するとともに、学習活動に必要な機材・機器を提供します。 
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◆ 学習機会の提供  

区民の自己実現や課題解決のための学習機会を提供します。「オンラインによる学び」と「対面に

よる学び」を組み合せ、時間的・空間的な制約を超えた学びなど、さらに豊かな学習の機会を提供し

ます。 

◆ 自主活動の支援  

各学習団体の学習活動の維持・継続のため、学習団体からの希望に応じた指導者の派遣や活動機材

の貸し出し、団体同士のネットワーク作り、新たな団体設立等団体活動に関する相談などにより、自

主的な学習活動を支援します。 

◆ 学びの情報の提供  

区民が生涯学習活動を始めたいとき、学習活動の内容をステップアップさせたいときに、区民が好

きなときに好きな手段で、手軽に学習情報を得られるように、電子媒体や紙媒体を利用して適切な情

報の発信・提供を行います。 

■関連計画  

・目黒区生涯学習実施推進計画 

 

施策⑤  図書館サービスの充実  

■施策の概要  

 

区民が必要とする情報の収集・整理・保存がされ、図書館利用により情報の

活用や学習、読書活動の推進が図られるよう取り組んでいきます。 

関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は図書館資料やサービスを充実

させ、様々な年齢、文化的背景、ライフステージをもつ多様な利用者に対し、

必要とする情報を提供します。 

また、利用者が自らの課題や目的に応じて多様な情報を適切に活用する力を

身につけられるよう支援をおこないます。 

これらの取組により、生涯にわたり学ぶための機会が確保されるよう、必要

な環境整備を行い、すべての人に包摂的かつ公平な質の高い教育を確保し、生

涯学習を促進します。 

 

○関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 
現状値 計画目標値 

令和３年度 令和 13 年度末 

生涯学習活動における図書館（電子図書館
含む）の利用率 

２１．９％ ４０％ 

年間貸出数（電子図書館含む） ３，１４６，０１４点 ４，０００，０００点 
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■現状と課題  

 

○ 図書館は、様々な年齢層や文化的背景などをもつ利用者が気軽に使うことのできる施設で

あり、娯楽として読書を楽しむこと、地域の身近情報など日々の暮らしに有用な情報を得

ること、学習することなど、一人ひとりの目的に合わせた多様な利用に対応することが求

められています。 

○ 目黒区は、平成２９（２０１７）年に目黒区立図書館基本方針を策定し、多様な図書館の

利用形態への対応や地域の課題解決のために、より幅広く情報を収集・保存・適切に整理

したうえで提供できるよう蔵書の充実を図っています。 

○ 利用者の年齢やライフステージ、文化的背景等に応じて必要とされる情報は異なってお

り、図書館には情報源としての資料収集だけではなく、的確な情報提供を行うためのサー

ビスを充実させる事が求められています。 

 

■主な取組  

◆ 図書資料の充実と的確な資料提供  

地域社会及び生涯学習環境整備に必要とされる分野において重点的に収集するテーマを設定し、長

期にわたる計画的な資料購入を行うことにより、蔵書構成の整備を図ります。 

また、令和３（２０２１）年度より開始した非来館サービスの電子書籍貸出についても、電子資料

の充実を進め、利用者の増加を図ります。 

◆ 図書館情報発信の充実  

区民・利用者が必要とする情報を早く的確に提供するため、また、豊かな読書環境を構築するた

め、図書資料や図書館関連の情報収集及び整備を強化するとともに、よりわかりやすい情報提供の手

段を検討し、情報発信の充実を図ります。 

◆ 児童サービスの充実  

次代を担う子どもたちに対し、それぞれの発達段階に応じて必要とする情報を提供するため、ま

た、早い時期から読書に関心をもってもらうため、学校教育機関等と連携し、児童資料を充実すると

同時に、読み聞かせやおはなし会、団体貸出等の様々なサービスの充実を図ります。 

◆ 障害者サービスの充実  

様々な理由により、図書館サービスを受けることが難しい利用者に対し、点字資料・音訳資料等の

資料整備を行うとともに、必要とする情報が入手できるよう支援します。また、多様な読書環境を提

供するため障害者サービスの充実を図ります。 

■関連計画  

・目黒区立図書館基本方針 

・目黒区生涯学習実施推進計画 
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施策⑥  文化財の保護・活用  

■施策の概要  

 

 目黒区に関連する文化財の収集、保存及び調査研究を進めるとともに、多様

なスタイルでの情報発信や公開を図っていきます。 

 関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、文化財を後世に伝えていく

ために大切な財産として保存していくとともに、ＩＣＴの活用も視野に入れな

がら、文化財に触れることのできる機会を積極的に提供することにより、文化

財愛護の気持ちを育み、郷土への誇りや愛着が深まるような事業を推進してい

きます。 

○関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 
現状値 計画目標値 

令和３年度 令和 13 年度末 

めぐろ歴史資料館の年間入館者数（人） 
７，８３８人 

（令和元年度） 
８，３００人 

文化財を活用した事業への参加者数（人） 
１２４人 

（令和元年度） 
１５０人 

 

■現状と課題  

 

○ 近年の文化財のあり方として、ただ保存し続けるだけではなく、活用する取組が増加して

きています。 

○ 目黒区は、平成２０（２００８）年度にめぐろ歴史資料館を開館し、区に関する歴史的な

資料や発掘調査の成果を保存するとともに公開・活用を図っています。ほかにも、「区内

文化財めぐり」事業を開催し、文化財に対する理解と文化財保護の意識の高揚も図ってい

ます。 

○ また、目黒区内には、国・都・区の指定を受けて保護措置を図っている文化財以外にも、

建造物・石造物など様々な種類の文化財が存在しています。 

○ これらの貴重な文化財の存在が区民にとって郷土への誇りや目黒区への愛着につながるこ

とが求められています。 

○ 今後は、継続的な調査などを実施し文化財を保存していくとともに学校教育との連携を推

進し、より多くの区民が直接、文化財に触れ、親しみ、理解を深めてもらえるよう、情報

発信を継続的に実施できる体制を構築することが必要です。 
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■主な取組  

◆ 文化財の保存の推進  

区民共有の貴重な財産である文化財を後世に継承するため、保管場所であるめぐろ歴史資料館内収

蔵庫及び埋蔵文化財整理室を再整理し、保存環境の改善を図るとともに、重要なものについては区指

定文化財として指定していきます。 

◆ 関連資料及び情報の提供  

区民が目黒区の歴史や文化財について正しく理解できるよう、これらに関する資料及び情報を整理

し、電子媒体や紙媒体を利用して目黒の歴史や文化財に触れることができる機会を提供します。 

◆ 文化財の公開・普及の推進  

文化財の調査及び研究を行うとともに、これらの成果についてめぐろ歴史資料館において展示・公

開を行うほか、遺跡発掘調査時に現地見学会を行い、新たな目黒の歴史や文化財に触れることができ

る機会を提供します。 

■関連計画  

・目黒区生涯学習実施推進計画 

・めぐろ芸術文化振興プラン 
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